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子
ど
も
手
当
は
、
次
代
の
社
会

を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち

を
社
会
全
体
で
応
援
す
る
た
め
、

中
学
校
修
了
ま
で
の
子
ど
も
１
人

に
つ
き
月
額
１
万
３
０
０
０
円
を

親
な
ど
に
支
給
す
る
制
度
で
す
。

（
詳
し
く
は
、下
段「
子
ど
も
手
当

の
概
要
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）

　

今
後
の
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て

は
次
の
と
お
り
予
定
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
ご
確
認
願
い
ま
す
。

　

な
お
、
手
続
き
が
必
要
な
か
た

に
つ
き
ま
し
て
は
、
４
月
下
旬
ご

ろ
に
通
知
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定

で
す
の
で
、
そ
の
通
知
に
基
づ
い

て
申
請
く
だ
さ
い
。
該
当
す
る
か

た
で
、
通
知
が
届
か
な
い
場
合
に

は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

４
月
以
降
に
、
出
生
届
を
提
出

す
る
か
た
や
、
転
入
届
を
提
出
す

る
子
ど
も
手
当
該
当
者
の
か
た
は
、

出
生
届
や
転
入
届
な
ど
の
手
続
と

一
緒
に
町
民

課
の
窓
口
で

申
請
す
る
こ

と
に
な
り
ま

す
。

今
後
の
手
続
き

①
【
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い

　

た
か
た
】

　

本
年
３
月
ま
で
児
童
手
当
を
受

給
さ
れ
て
い
る
か
た
は
、
基
本
的

に
、
児
童
手
当
の
支
給
対
象
児
童

に
つ
い
て
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
新
た
に
子
ど
も

手
当
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
（
原

則
と
し
て
中
学
２
年
生
と
中
学
３

年
生
）
が
い
る
場
合
は
、「
子
ど
も

手
当
額
改
定
認
定
請
求
書
」
に
よ

り
申
請
手
続
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

住
所
を
変
更
す
る
か
た
は
、
転
居

先
の
市
町
村
で
手
続
き
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
転
居
先
の
市
町

村
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
【
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い

　

な
か
っ
た
か
た
】

　

本
年
３
月
ま
で
児
童
手
当
を
受

給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
た
で
、

子
ど
も
手
当
の
支
給
の
対
象
と
な

る
中
学
校
修
了
前
ま
で
の
子
ど
も

を
養
育
さ
れ
て
い
る
か
た
が
子
ど

も
手
当
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に

は
、「
子
ど
も
手
当
認
定
請
求
書
」

に
よ
り
申
請
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

そ
の
他
留
意
事
項

◇
①
②
の
申
請
を
受
け
た
後
、
受

　

給
資
格
等
を
確
認
の
う
え
、
認

　

定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

◇
手
当
の
支
払
い
は
、
原
則
と
し

　

て
口
座
振
り
込
み
と
な
り
ま
す
。

◇
手
当
の
最
初
の
支
払
い
は
本
年

　

６
月
と
な
っ
て
い
ま
す
。
６
月

　

に
手
当
の
支
給
を
受
け
る
た
め

　

に
は
、
５
月
25
日
（
火
）
ま
で

　

に
申
請
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

　

な
り
ま
す
。

◇
そ
の
後
も
申
請
は
可
能
で
す
が
、

　

本
年
４
月
分
か
ら
の
子
ど
も
手

　

当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
平

　

成
22
年
９
月
30
日
ま
で
の
申
請

　

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

　

注
意
く
だ
さ
い
。

◇
公
務
員
の
か
た
は
勤
務
先
で
の

　

手
続
き
と
な
り
ま
す
の
で
、
勤

　

務
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
ご
不
明
な
点
な
ど
は
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

健
康
福
祉
課
子
育
て
支
援
係

（
☎
86

－

０
２
１
２
）

『
子
ど
も
手
当
』
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

４
月
か
ら
子
ど
も
手
当
制
度
が
は
じ
ま
り
ま
し
た

■支給対象となる子ども
・満 15 歳以後の最初の３月 31 日までの子ども
※児童手当制度は、小学校修了前の子どもが対象となっ
　ており、親等に所得制限がありましたが、子ども手
　当は中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限
　もありません。
■手当の額　
・月額１万３０００円
■手当の支払い
・手当の支払期月は、６・10・２月であり、前月分ま
　での手当を支払います。
　（本年６月は４・５月の２カ月分の支払いとなり、10
　月以降は４カ月分の支払いとなります。）
（注意）
○子ども手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、
　生計を同一にする父又は母などです。父母に養育さ
　れていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、
　生計を維持するかたとなります。
○子ども手当制度の開始に伴い、４月以降、原則とし
　て児童手当は支給されませんが、児童手当の受給資
　格者については、本年６月に限り、子ども手当とは

　別に平成 21 年度分の児童手当（平成 22 年２月分と
　３月分）が支給されます。

子ども手当の趣旨にご理解をお願いします

　子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ち
を応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども
手当を受給されたかたは、その趣旨に従って、子ども手当
を用いなければならない責務が法律上定められています。 
子どもの将来の夢は何ですか？
　子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子ども
の将来を考え、有効に用いていただきますようお願いいた
します。（子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育
料等などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな
育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそ
ぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をい
ただきますようお願いいたします。）

子ども手当の寄附について

　子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを町
に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かして
ほしいというかたには、寄附を行うことができる手続きも
ありますので、ご関心のかたは、お問い合わせください。

子ども手当の概要


